
電気工事士法は、「電気工事の作業に従事する者の資格及び義務」を定めていますが、
どのような電気工作物（電気設備）の電気工事を規制の対象にしているのですか。

電気工事士法では、次の電気工作物の電気工事を規制の対象にしています。
　１．一般用電気工作物の電気工事
電気事業法で規定する一般用電気工作物で、一般的には住宅、小規模な商店等に設
置される電圧600V以下（低圧）の電気設備の電気工事をいう。
　２．自家用電気工作物の電気工事
電気事業法で規定する自家用電気工作物のうち、発電所、変電所及び最大電力
500kW以上の需要設備等を除いた、最大電力500kW未満の需要設備（※１）を対象
とした電気工事をいう。
この中には、需要設備の附帯設備として扱われる非常用予備発電装置（※２）やネ
オン設備の設置工事が含まれる。
※１．�「最大電力500kW未満の需要設備」とは、電力会社との契約電力が500kW未

満の事業場、ビル等に設置される電気設備をいう。
※２．�「非常用予備発電装置」とは、電気事業法上の非常用自家発電設備の呼称である。

電気工事士法では、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の電気工事には、どの
ような資格者が作業に従事できることとされているのですか。

電気工事士法第３条において、次のとおり作業に従事することができる資格者が定
められています。

（電気工事士等）
第�３条　第一種電気工事士免状の交付を受けている者（以下「第一種電気工事士」
という。）でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事（第３項に規定する
電気工事を除く。第４項において同じ。）の作業（自家用電気工作物の保安上
支障がないと認められる作業であって、経済産業省令で定めるものを除く。）
に従事してはならない。
２�　第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者（以下
「第二種電気工事士」という。）でなければ、一般用電気工作物に係る電気工
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非常用自家発電設備の設置工事に対する
電気工事士法上の規制（その１）

　自家発電設備のうち特定のものの設置工事については、電気工事士法により工事の作業者に法令で
定める資格の取得が義務づけられています。12月号から、この電気工事士法による規制内容（資格者
と従事できる工事）について紹介します。
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事の作業（一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、
経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。）に従事してはならない。

３�　自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの
（以下「特殊電気工事」という。）については、当該特殊電気工事に係る特種
電気工事資格者認定証の交付を受けている者（以下「特種電気工事資格者」
という。）でなければ、その作業（自家用電気工作物の保安上支障がないと認
められる作業であって、経済産業省令で定めるものを除く。）に従事してはな
らない。

４�　自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの
（以下「簡易電気工事」という。）については、第１項の規定にかかわらず、
認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者（以下「認定電気工事従事者」
という。）は、その作業に従事することができる。

この電気工事士法第３条で定める資格者と従事できる電気工事について、分かりや
すく説明してください。

電気工事士法第３条で定める資格者と従事できる電気工事の関係は、表１のとおり
です。

表１　資格種類と従事できる電気工事

資格の種類 従事できる作業内容

第一種電気工事士
一般用電気工作物及び自家用電気工作物（最大電力500kW
未満の需要設備に限る。）の電気工事。ただし、この需要
設備の電気工事のうち特殊電気工事は除く。

第二種電気工事士 一般用電気工作物の電気工事

特種電気工事資格者
（非常用予備発電装置）

自家用電気工作物（最大電力500kW未満の需要設備に限
る。）の電気工事のうち、特殊電気工事とされる非常用予
備発電装置の電気工事

特種電気工事資格者
（ネオン工事）

自家用電気工作物（最大電力500kW未満の需要設備に限
る。）の電気工事のうち、特殊電気工事とされるネオン設
備の電気工事

認定電気工事従事者
自家用電気工作物（最大電力500kW未満の需要設備に限
る。）の電気工事のうち、簡易電気工事とされる電圧600V
以下で使用する電気工作物の電気工事

表１から電力会社との契約電力が500kW未満の事業場、ビル等に非常用自家発電
設備を設置する場合、設置工事の作業者には特種電気工事資格者（非常用予備発電
装置）の資格の取得が義務づけられているということですね。

そのとおりです。契約電力が500kW未満の事業場、ビル等に設置される非常用自家
発電設備の設置工事は、電気工事士法により特殊電気工事と見なされるため、設置
工事の作業者には特種電気工事資格者（非常用予備発電装置）の資格が必要になり
ます。
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